
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の概要

１．仕事・子育て両立支援事業の創設
〇 政府が事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成及び援助を行う事業（仕事・子育て両立支
援事業）を創設する。

２．事業主拠出金の率の引き上げ等
〇 一般事業主から徴収する拠出金（事業主拠出金）の対象事業に仕事・子育て両立支援事業を追加する。
注） 現行では、児童手当事業及び地域子ども・子育て支援事業のうち放課後児童クラブ、病児保育、延長保育の財源として厚生年金保険料等と併

せて徴収。
〇 事業主拠出金の率の上限を１，０００分の１．５以内から１，０００分の２．５以内に引き上げる。
※ その他、特別会計に関する法律（平成１９年法律第２３号）の一部改正（年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳出項目に仕事・子育て両
立支援事業費を追加する等）等を行う。

子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する
助成及び援助を行う事業を創設するとともに、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げる等の措置
を講ずる。

注
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子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 と 事 業 主 拠 出 金

○ 子ども・子育て支援新制度においては、企業等からの事業主拠出金を財源として、「児童手当」及び「地域子ども・子育

て支援事業（放課後児童クラブ、病児保育、延長保育の３事業限定）」を実施。

2,456
億円 年金特別会計

(子ども･子育て支援勘定)

○児童手当 1,821億円

○地域子ども・子育て支援事業 650億円

・放課後児童クラブ

・病児保育（事業費のみ）

・延長保育 充当先は法定事業主拠出金
（標準報酬の０．１５％）

事業主

＜平成２７年度予算＞

充当

※平成２７年度より内閣府に移管

現 行

拡 充

第二の矢「夢をつむぐ子育て支援」の実現に向けて、事業主拠出金制度を拡充

○ 拠出金率の上限を引き上げ、新たに仕事・子育て両立支援事業を創設

3,351
億円

年金特別会計

(子ども･子育て支援勘定)
事業主 充当

○児童手当 1,835億円

○地域子ども・子育て支援事業 709億円

・放課後児童クラブ

・病児保育（事業費、整備費）

・延長保育

○仕事・子育て両立支援事業（新設）

・企業主導型保育事業（運営費、整備費）※

・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

充当先は法定

事業主拠出金

（上限を標準報酬の０．２５％（＋０．１％）に引き上げ）
平成28年度は０．２％（＋０．０５％）：８３５億円

平成29年度は０．２３％（＋０．０８％）：約１３００億円
平成30年度以降は実施状況を踏まえ、協議の上決定 ※企業主導型保育事業により、最大５万人の保育の受け皿を整備

＜平成２８年度予算＞

待機児童解消加速化プランに基づく平成29年度末までの保育の受け皿整備の
目標を前倒し・上積みし、40万人分から50万人分整備することとした。
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施　策
平成２８年度

予算案

企業主導型保育事業（整備費）
【新規】

４８７.８億円

企業主導型保育事業（運営費）
【新規】

３０８.７億円

病児保育普及促進事業
【一部新規】

２６.７億円

企業主導型ベビーシッター利用者
支援事業
【新規】

３.８億円

８２７.１億円合　　　　　計

平成２８年度は、事業実施に必要
な所要額を踏まえ、現行の拠出金
率を＋０．０５％（８３５億円）
引き上げる。

概　要

・女性の就業率上昇が更に進むことを念頭に、待機児童解消加速化プラン
に基づく平成29年度末までの受け皿整備の目標を前倒し・上積みし、40万
人分から50万人分整備することとした。
・事業所内保育を主軸とした企業主導型の多様な就労形態に対応した保育
サービスの拡大を支援する仕組みを創設し、運営に係る経費及び約５万人
の受け皿整備に伴う整備費、改修費の一部を支援する。

・多様な働き方をしている労働者を念頭に、子育てしやすい環境づくりの
ため、様々な時間帯に働いている家庭のベビーシッター派遣サービスの利
用を促し、仕事と子育ての両立支援による離職の防止、就労の継続、女性
の活躍等を推進する。
・残業や夜勤等の多様な働き方をしている労働者等のベビーシッター派遣
サービス利用を促進する。

・病児保育事業を実施するために必要となる施設・設備整備等に係る費用
を補助する。
・必要となる施設の改修費、整備費。
・拠点施設に看護師等を配置し、保育所等において保育中に体調が悪く
なった体調不良児を送迎し病児保育するために必要となる看護師雇上費等
を補助する。

備　考

事業主拠出金を活用した事業について
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